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地域公共交通計画の改訂（部分見直し）について 

 

１ 制度改正について 

  姫路市では、令和３年７月に姫路市総合交通計画（以下「総合交通計画」という。）を策定し、

公共交通等の取り組みを進めている。 

  令和２年 11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下「地域公共交通活性化再

生法」という。）が改正され、あわせて地域公共交通計画の作成の努力義務化、計画における補助

系統等の位置付けの補助要件化（計画と補助制度の連動化）が行われた。 

 

（補助の流れ） 

 
現行 

改正 

（令和７年事業年度～） 

補助計画 交付先 補助計画 交付先 

幹線 

生活交通確保維持改善

計画 

（兵庫県が作成し、兵

庫県生活交通対策地域

協議会にて審議） 

乗合事業者 市町村法定計画 

（姫路市が作成し、姫

路市地域公共交通会議

にて審議） 

姫路市地域公

共交通会議 

又は 

乗合事業者 

フィーダー 

地域内フィーダ―系統

確保維持計画 

（姫路市が作成し、姫

路市地域公共交通会議

陸運分科会にて審議） 

姫路市 市町村法定計画 

（姫路市が作成し、姫

路市地域公共交通会議

にて審議） 

姫路市地域公

共交通会議 

 

２ 地域公共交通計画改訂について 

  総合交通計画は、「地域公共交通計画」として認定されているものの、計画策定時には、計画と

補助制度の連動化についての明確な指針が示されていなかったため、補助要件を満たしていない。 

そのため、計画と補助制度の連動化を図るため、総合交通計画について部分的な見直しを行う。 

  なお、総合交通計画改定内容は、総合交通計画の別冊として整理する予定としている。 

 

３ 総合交通計画における補助関連の記載事項について 

【Step１】補助系統の地域公共交通における位置付け・役割について整理 

【Step２】地域公共交通確保維持事業の必要性を記載 

【Step３】補助系統に係る事業及び実施主体の概要を整理 

【Step４】地域公共交通全体の定量的な目標・効果とその評価手法を整理 

 

 

 

報告資料２ 
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 解説パンフレット（抜粋）  

≪計画と補助制度の連動化 記載イメージ≫ 
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（出典：国土交通省総合政策局地域交通課） 


